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１．住宅火災の現況について

２．住宅用火災警報器の設置率等

３．住宅用火災警報器の交換促進に向けた取組

４．大分市大規模火災を踏まえた検討の方向性

５．令和８年度の取組方針（案）



●すべての火災件数のうち、住宅火災の件数は約３割
●すべての火災による死者のうち、住宅火災による死者は約７割

※令和６年（１～12月）における火災の状況から作成
（対前年比）

※ 放火自殺者等を含むすべての死者※ 放火を含むすべての火災

住宅火災
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建物火災
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43.5％
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（建物火災 20,972件）

住宅火災
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建物火災以外
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252
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17.4％

死者数 1,451人

（建物火災死者数 1,199人）
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住宅火災による死者の発生状況 （令和６年中）
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85.0%
住宅火災による死者 高齢者（65歳以上）の死者 高齢者（65歳以上）の割合

死者の７割以上が65歳以上の高齢者 ⇒高齢化の進展を反映して増加傾向

（死者数：人） （高齢者が占める割合）
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住宅火災による死者数の推移 （放火自殺者等を除く）



➢ こんろ、たばこ、ストーブを原因とする住宅火災件数は減少傾向にあるものの、電気器具類を原因とする住
宅火災件数は増加傾向であり、令和３年以降、住宅火災原因の１位となっている
（令和６年 2,459件）。

（住宅火災件数：件）
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こんろ たばこ ストーブ 電気関係

住宅火災における出火原因別件数の推移（令和６年中）
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電気機器 配線器具 電灯電話等の配線 電気装置

（件）

（※火災報告より作成）

電気器具類を発火源とする住宅火災件数

家電製品、電池、
携帯電話等

スイッチ、プラグ部、
差し込み部等

電線、ケーブル、
コード、屋内配線等

変圧器、モーター、
抵抗器等

充電式電池 205件
リチウム電池※ 156件
電子レンジ   92件
充電器   42件
冷暖暖房機   40件

令和６年中主な内訳

※「リチウム電池」はいわゆるコイン・ボタン型の一次電池の分類だが、「充電式電池」に分類すべき二次電池である「リチウムイオン蓄電池」が含まれている可能性がある。
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（参考） リチウムイオン電池等から出火した火災件数

リチウムイオン電池等から出火した火災件数※の推移
※出火場所が住宅以外の火災も含む件数（廃棄されたリチウムイオン電池等を
回収中の塵芥車及びごみ処理関連施設から出火した火災件数を除く）

リチウムイオン電池等から出火した火災件数は増加している。
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１．住宅火災の現況について

２．住宅用火災警報器の設置率等

３．住宅用火災警報器の交換促進に向けた取組

４．大分市大規模火災を踏まえた検討の方向性

５．令和８年度の取組方針（案）



全国
設置率84.9％ 条例適合率65.8％

※令和４年６月１日時点では、設置率84.0%、条例適合率67.4% 

作動確認等の調査 ⇒ 3.5％の世帯で電池切れや故障を確認

令和３年６月に設置義務化から10年が経過し、今後、多くの住警器が10年を迎え、電池切れや
故障により、火災時に適切に作動しなくなることが懸念されている。

平成１６年の消防法改正により、全ての住宅に住警器の設置義務付け

○ 新築住宅は、平成18年6月1日より適用（建築確認手続きにおいてチェックする体制）
   ○ 既存住宅は、各市町村条例で定める日（平成23年6月までに施行）

住警器の未設置世帯に対する設置の推進とともに、火災時に住警器が適正に作動するよう、定
期的な点検や、住警器の交換など維持管理の促進についてもより強力に働きかけを行っていく必
要がある。

最新の設置状況（令和７年６月１日時点）
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住宅用火災警報器の設置率等の設置義務付け（平成23年全面施行）
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※住宅火災件数は、出火原因のうち「放火」を除く。
※住宅火災死者数は、放火自殺者等を除く。

※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）
の全世帯に占める割合である。

※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世帯
の占める割合である。
※「故障率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）のうち、
調査時及び半年以内に作動確認を実施した際に電池切れや故障のあった世帯の占める割合である。
※令和７年の住宅火災件数及び住宅火災死者数は未集計。
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設置率  

90％以上     

80%以上90%未満

70%以上80%未満

60%以上70%未満

60%未満

※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報
知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世帯に占める割合である。
※（ ）内は、設置率が高い都道府県から順に番号を付している。
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都道府県 設置率

全国 84.9%

北海道 84.7% (16)

青森 75.2% (45)

岩手 86.2% (12)

宮城 93.3% (2)

秋田 84.5% (18)

山形 82.7% (27)

福島 82.1% (30)

茨城 79.0% (38)

栃木 84.0% (22)

群馬 80.8% (36)

埼玉 83.8% (23)

千葉 80.6% (37)

東京 87.5% (10)

神奈川 89.8% (5)

新潟 90.4% (4)

富山 82.8% (26)

石川 88.2% (9)

福井 94.0% (1)

山梨 78.4% (39)

長野 81.6% (32)

岐阜 82.0% (31)

静岡 86.7% (11)

愛知 84.7% (16)

都道府県 設置率

三重 83.3% (24)

滋賀 85.3% (14)

京都 91.9% (3)

大阪 85.7% (13)

兵庫 89.4% (6)

奈良 77.2% (43)

和歌山 77.7% (41)

鳥取 82.5% (29)

島根 78.4% (39)

岡山 81.2% (33)

広島 88.8% (7)

山口 83.3% (24)

徳島 81.0% (25)

香川 77.4% (41)

愛媛 81.2% (33)

高知 74.3% (46)

福岡 84.4% (19)

佐賀 76.6% (44)

長崎 82.6% (28)

熊本 84.1% (21)

大分 84.9% (15)

宮崎 84.3% (20)

鹿児島 88.6% (8)

沖縄 65.4% (47)

※各消防本部ごとの設置率は下記ＵＲＬを参照
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf

都道府県別 住宅用火災警報器 設置率（令和７年６月1日時点）
（標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。）

https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf


※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯（自動火災報知設
備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。）の全世帯に占める割合である。
※（ ）内は、条例適合率が高い都道府県から順に番号を付している。

条例適合率  

80％以上     

70%以上80%未満

60%以上70%未満

50%以上60%未満

50%未満
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都道府県 条例適合率

全国 65.8%

北海道 68.5% (16)

青森 54.4% (44)

岩手 66.5% (26)

宮城 72.2% (6)

秋田 67.2% (19)

山形 67.9% (18)

福島 62.0% (31)

茨城 60.2% (34)

栃木 71.9% (7)

群馬 66.8% (22)

埼玉 70.9% (9)

千葉 61.8% (32)

東京 55.5% (42)

神奈川 73.5% (3)

新潟 73.0% (4)

富山 59.8% (36)

石川 72.6% (5)

福井 83.8% (1)

山梨 64.5% (28)

長野 61.4% (33)

岐阜 63.1% (29)

静岡 71.0% (8)

愛知 66.3% (27)

都道府県 条例適合率

三重 66.8% (22)

滋賀 59.9% (35)

京都 67.1% (21)

大阪 70.5% (12)

兵庫 70.9% (9)

奈良 58.2% (37)

和歌山 62.1% (30)

鳥取 46.4% (46)

島根 53.8% (45)

岡山 69.8% (14)

広島 68.3% (17)

山口 69.7% (15)

徳島 66.6% (25)

香川 55.6% (41)

愛媛 70.6% (11)

高知 41.0% (47)

福岡 70.5% (12)

佐賀 57.8% (38)

長崎 57.5% (39)

熊本 56.8% (40)

大分 66.7% (24)

宮崎 67.2% (19)

鹿児島 77.9% (2)

沖縄 54.6% (43)

※各消防本部ごとの適合率は下記ＵＲＬを参照
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-
6_houdou.pdf

都道府県別 住宅用火災警報器 条例適合率（令和７年６月1日時点）
（標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。）

https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf
https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/info/pdf/install_rate/r7-6_houdou.pdf


住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器を設置することにより、死者数及び損害額は概ね半減。焼

損床面積は約６割減。

住宅用火災警報器は、火災を感知する
ため常に作動している。
設置から一定期間（概ね10年）以上経過

したものについては、電池切れや本体内部
の電子部品の劣化が考えられることから
本体を交換することが望ましい。

電池

維持管理について

今年度、実施した住宅用火災警報器の維持管理に関する任意調査では、最近作動確認を行った世帯の約3.5％で住宅用火災警報器の電池切れ
や故障が確認された。
各家庭で定期的に点検を行い、電池切れや故障の場合は機器本体や電池の交換が必要。
令和３年６月に、既存住宅への設置義務化期限から１０年が経過。住宅用火災警報器の点検・交換等の適切な維持管理に向けた取組を引き続き推
進していく必要がある。

《効果》
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＜住宅火災100件当たりの死者数＞ ＜焼損床面積＞＜損害額＞

点検ボタン

（人／火災100件） （㎡／火災１件） （千円／火災１件）

（令和２年から令和５年までの４年間を集計）

新築住宅 平成１８年６月から
既存住宅 平成２３年６月までの間で

市町村条例で定める日から

《設置義務化》

住宅用火災警報器の設置・維持管理（点検）の必要性について



ＣＯ警報機能等付加型住警器

連動型住警器

○火災を感知すると、他の居室に設置された警報器も連動して
警報を発する。

○「単独型」よりも火災の早期発見・早期対応に効果的で、安
全性を向上。

（無線式）（有線式）

○住宅用防災警報器の技術上の規格を定める省令の特例を取
得した製品。

○室内環境の温度・湿度を検知し、熱中症の危険や空気の乾
燥状態について知らせる機能を付加。

○一酸化炭素を検知した際、一酸化炭素を検知した旨の警報
を出し、煙感知器の感度を上昇させる。

ＩoＴ通知機能付加型住警器

屋外警報器

○連動型住宅用火災警報器が火災時に発する無線信号を受信
し、屋外で火災警報を発する装置。

○インターホンを利用する住宅もあることから、屋外警報装
置の機能を有するインターホンも考えられる。

○連動型住警器の信号を受信し、あらかじ
め登録しておいたスマートフォン等に通
知。

○居住者の不在時でも火災を覚知できるほ
か、火災が発生した場合に遠方の家族や
近接住民等に通知することにより、第三
者からの火災通報が期待できる。

（㈱創電）

（パナソニック㈱）

（新コスモス電機㈱）
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付加的機能を有した住宅用火災警報器等
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４．大分市大規模火災を踏まえた検討の方向性
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【消防庁の対応】
○令和３年３月に都道府県及び消防本部に配布するとともに、全
国火災予防運動等で活用するよう通知。

○日本ケーブルテレビ連盟及び同会員事業者に放映協力を依頼。

○消防庁ホームページにて公開
消 防 庁 ホームページ：https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post-4.html

○火災予防運動などの機会を捉え、Youtube広告配信を実施。

【消防本部等の活用例】
○防火講話での活用
○ケーブルテレビをはじめとするテレビでの活用
○消防署の壁面への投影
○公共施設等に設置されたモニターでの活用
○ホームページ上での活用（ストリーミング配信等） など

映像の概要

映像を活用した広報

【背 景】
住宅用火災警報器の設置は、令和3年6月に既存住宅を
含めた義務化から10年が経過し、寿命を迎え交換が必
要な機器は増加すると考えられる。

【内 容】
○住宅用火災警報器の効果や点検・交換の必要性及び

 その方法を紹介。
○交換に際して、連動型住宅用火災警報器などの各家
庭の状況に適した機能を備えた住宅用火災警報器へ
の交換を促進。

街頭のモニター（北海道）ケーブルテレビ（大阪）

消防署への投影（山形） 駅の通路（神奈川） 病院のモニター（和歌山）

防火講話（宮崎）

＜本編：約10分、ダイジェスト編約４分、スポット広告編：約30秒＞

設置による効果を紹介 具体的な事例等を紹介

点検交換方法等連動型住警器等を紹介

15

住宅用火災警報器の広報用映像の制作・活用（消防庁）

消防本部等の活用例（過去の映像等）

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post-4.html
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全国の各消防本部において、著名人やアニメのキャラクターなどとタイアップし、住宅用火災警報器の
点検・交換を促進するポスターを作成する事などで、訴求力をもった広報を実施。

【長野市消防局】【総務省消防庁】

プロサッカーチーム等とタイアップアニメとのタイアップ（令和７年７月）

タイアップによる広報活動（消防庁ほか）

16



四国ガス株式会社は供給エリアである５市９町を管轄する消防本部等と「住宅用火災警報器の普及・
維持管理対策に関する協定」を締結し、四国ガスが訪問して行うガス機器の点検時や、新規契約時に行
うガス開栓時の機会等に、リーフレットを配付し普及啓発を図っている。
リーフレットには、住警器の設置及び適切な維持管理（定期的な点検、設置後10年での本体交換等）
の他、出火防止や初期消火等、住宅防火対策などが記載されている。

【今治市消防本部との締結】 【今治市消防本部と共同で作成したリーフレット】

企業と連携した住宅用火災警報器の普及促進事例（四国ガス・関係消防本部）
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自治体や消防本部による住宅用火災警報器の購入補助等が行われている。
・足立区では区に住民登録のある世帯に上限金を設け住宅用火災警報器の購入設置の助成を行っている。
・小松市消防本部では、連動型住宅用火災警報器の設置費用について補助を行っている。

自治体や消防本部による住宅用火災警報器設置購入等の補助事業

【足立区の補助事業】 【小松市消防本部の補助事業】 18



高齢者のみの世帯数の増加等により、住宅用火災警報器の取付が難しい世帯が増加しているため、
消防本部等では、高齢者世帯に消防職員が訪問し取付を行う支援を実施している。

【双葉地方広域市町村圏組合消防本部】 【赤磐市消防本部】

消防本部等による住宅用火災警報器の取付支援事業
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青森県・つがる市消防本部では、住宅用火災警報器の設置率が令和3年から3年連続（53％～60％）で県内最下位という深
刻な状況が続いており、令和5年には火災による死傷者数が7人（うち死者3名）と、過去10年間で最多を記録。このような事態
を受け、住宅防火対策の強化が急務となっていた。
消防本部では、住警器設置率ワースト1を強調したインパクトのあるチラシの作成や、市広報誌、ホームページ、ＳＮＳを活用
した広報・啓発活動を展開すると同時に、自治会との連携・講習会の開催、高齢者世帯への支援活動、地元の菓子店と共同
でオリジナルケーキの開発、幼少年女性防火委員会の活動強化などの取組を実施した。
これらの取組により令和6年には火災による死者数がゼロとなり、令和6年の住警器設置率は68％に向上する成果をあげた。

取組の概要

●予防業務優良事例表彰とは

消防庁長官が、各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範とな
る優れたものについて、当該取組を実施する消防本部を表彰するもの。

予防業務優良事例表彰（消防庁） 令和７年度優秀賞
ー住警器設置率ワースト１からの挑戦（青森県・つがる市消防本部）ー

20
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検討会の開催目的

令和７年大分県佐賀関において発生した大規模火災における原因調査の結果等を踏まえ、消防活動等の検証を行い、今後取り組む
べき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方について検討を開催している。
なお、本検討会については、総務省消防庁及び国土交通省住宅局による共同事務局で開催としている。

検討会の委員等

【座長】
関澤 愛 NPO 法人日本防火技術者協会理事長（元東京理科大学教授）

【委員】
市村 裕二 全国消防長会予防委員会委員長（千葉市消防局長）
大宮 喜文 東京理科大学創域理工学部建築学科教授
木作 尚子 名古屋大学減災連携研究センター特任准教授
岸本 孝司 全国消防長会警防防災委員会委員長（北九州市消防局長）
小林 祐司  大分大学理工学部教授
菅原 薫  日本テレビ放送網株式会社報道局政治部次長（兼）解説委員
中川 丈久 神戸大学大学院法学研究科教授
中西 美和 慶應義塾大学理工学部管理工学科教授
樋本 圭佑 東京科学大学総合研究院多元レジリエンス研究センター教授
廣井 悠  東京大学先端科学技術研究センター教授
細川 直史 東京理科大学創域理工学研究科国際火災科学専攻教授

【オブザーバー】
内閣府（防災担当）
 水産庁
 国土交通省都市局
 気象庁
国土技術政策総合研究所
 国立研究開発法人建築研究所
 大分県

【事務局】
総務省消防庁
国土交通省住宅局

大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会
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【全体的な方向性】
糸魚川市大規模火災（H28）、輪島市大規模火災（R6）を踏まえた対応策の拡充

○ 延焼拡大の要因分析（気象、密集住宅市街地の状況等）を踏まえ、密集住宅市街地における防火
安全対策について検討する必要があるのではないか。

１ 火災予防

○ 密集住宅市街地における効率的な消防活動に向け、事前計画の実効性を高める必要があるのではないか。
（例：密集住宅市街地に関し策定を求めている火災防ぎょ計画の計画例の作成 など）

○ 飛び火警戒や延焼拡大防止などに必要な消防力確保のため、応援要請を迅速化する必要があるのではないか。
（例：密集住宅市街地における火災に係る応援要請基準の明確化 など）

２ 消防活動・応援体制

○ 住民の避難行動に関する効果的な取組（情報伝達、啓発・訓練等）について他自治体へ横展開する
必要があるのではないか。

３ 住民の避難行動

○ 密集住宅市街地における火災において、狭隘道路での迅速な消火、延焼拡大防止、延焼拡大状況の
把握等に資する、新たな装備・技術の充実について検討する必要があるのではないか。

４ 装備・技術の充実強化

※ 上記各項目について、今後、調査、事例収集等を実施し、第２回会合以降で報告予定。

５ その他

○ その他検討会を通じて抽出された課題について

大分市大規模火災を踏まえた検討の方向性
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糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報告書（平成29年５月）においては、住宅用火災警
報器を活用し、飲食店を含む隣接建物間で相互に火災警報を伝達する新たな方式の効果や課題を検証することが検証さ
れた。当該提言を踏まえ、次のような取組が行われている。

（参考）糸魚川大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会後の動き

連動型住警器を活用した小規模飲食店等を含む隣接建物間での火災早期覚知の方法に関する検証報告書（平成30年 日本消防検定協会）

〇戸外警報、世帯連動、ブロック連動について、検証事業の実施結果を取りまとめた。
〇検証事業では、世帯間連動住警器や、ブロック連動について、住民から心理的負担が大きいことなどの声が聞かれ

 た。また、屋外に警報を鳴らす設置方法について、80％の住民が効果的であると回答した。
〇実際に検証事業を実施した消防本部の回答によると、もっとも効果的だと思われる連動型住警器は、戸外警報の住
警器であると78%の消防本部が回答した。

屋外警報装置等の技術基準検討会報告書（平成31年 消防庁）

〇屋外警報装置等の有効な音圧について、東京消防庁、日本火災報知工業会が検証を行い、参考とすべき基準を算出。
算出された基準を基に、屋外警報装置等の技術基準ガイドラインを発出。

住宅火災の早期覚知方策のあり方に関する検討部会報告書（令和４年 消防庁）

〇付加的機能・先進的機能を有した住警器や住警器と連動した火災通報制度により一定の効果が期待できる
〇消防本部等は火災通報制度の導入を行うべきである。
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○設置率の向上に効果的な取組の水平展開
 ⇒設置率の高い都道府県と他の都道府県の取組の違いについて分析を行い、設置率の
向上に効率的な取組を水平展開する。

○関係団体と協力した広報活動の展開
 ⇒ガス事業者などの家庭を訪問する機会のある事業者等と協力した普及活動について,

      協力体制の構築を図る。

〇大分市大規模火災を踏まえた取組の推進
 ⇒「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」において今後と
りまとめられる提言を踏まえ、密集住宅市街地の火災予防に資する具体的な対策の検   
討を行う。

令和８年の取組方針（案）
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